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※
写
真
は
、
縦
４
・
５
×
横
３
・
５

㎝
で
、
無
帽
、
無
背
景
で
正
面
を

向
い
て
肩
口
ま
で
写
っ
て
い
る
、

６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
に

限
る

●
運
転
免
許
証
自
主
返
納
高
齢
者
の

写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
交
付
手
数

料
免
除
（
平
成　

年　

月
１
日
か

２４

１０

ら
実
施
）

　

高
齢
者
に
よ
る
交
通
事
故
を
少
し

で
も
減
ら
す
た
め
の
制
度
で
す
。

（
一
人
１
回
限
り
手
数
料
５
０
０
円

免
除
）

対
象
者　

次
の
①
～
③
す
べ
て
に
該

当
す
る
人

①
廿
日
市
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い

る
満　

歳
以
上
の
人

６５

②
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
時

点
で
満　

歳
以
上
の
人

６５

③
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
人

※
た
だ
し
、
外
国
人
住
民
に
つ
い
て

は
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
後
に

な
り
ま
す

申
請
先　

住
基
カ
ー
ド
に
同
じ

※
住
基
カ
ー
ド
の
申
請
時
に
一
緒
に

免
除
の
申
請
書
も
提
出
し
て
く
だ

さ
い

免
除
申
請
に
必
要
な
も
の　

自
主
返

納
時
に
交
付
さ
れ
る
「
申
請
に
よ

る
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
」

※
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
手
続
き

に
関
す
る
こ
と
は
、
廿
日
市
警
察

署
☎
雲
０
１
１
０
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い

申
請
期
限　

運
転
免
許
証
を
自
主
返

納
し
て
か
ら
６
カ
月
以
内

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

市
民
課　

市
民
第
２
係

☎
運
９
１
３
５

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
の
行
政

手
続
（
電
子
申
請
や
電
子
申
告
）
を

安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、「
他

人
に
よ
る
な
り
す
ま
し
」
や
、「
申

請
内
容
の
改
ざ
ん
」
な
ど
を
防
ぎ
、

本
人
が
申
請
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

利
用
す
る
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
身
分
証
明
書
に
相
当
す
る

「
電
子
証
明
書
」
を
取
得
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
は
、
住
基
カ
ー
ド
の

中
に
登
録
し
ま
す
。（
使
用
の
際
は

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
）

　

有
効
期
間
は
３
年
（
住
所
、
名
前

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
有
効

期
間
内
で
も
失
効
）

●
電
子
証
明
書
の
取
得
手
続
き

申
請
先　

市
役
所
１
階
市
民
課
、
大

野
支
所
市
民
福
祉
課

申
請
に
必
要
な
も
の　

・
住
基
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
住
基
カ
ー
ド
が

顔
写
真
な
し
の
場
合
、
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
証
明
書

が
必
要
）

・
手
数
料
５
０
０
円

※
確
定
申
告
の
時
期
は
混
雑
し
ま
す
。

早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

教
育
指
導
課　

指
導
グ
ル
ー
プ

☎
運
９
２
０
７

期　

日　

平
成　

年
４
月　

日

２４

１７

対　

象　

全
国
の
小
学
校
６
年
生
、

中
学
校
３
年
生

教　

科　

国
語
、
算
数
・
数
学
、
理
科

　

市
全
体
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。
な
お
、
全
国
の
結
果
に
つ
い

て
は
、
抽
出
調
査
校
の
結
果
で
す
。

題
（
知
識
）
の
平
均
正
答
率
は　

％
６０

を
超
え
て
お
り
、
知
識
に
つ
い
て
は

概
ね
定
着
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

Ｂ
問
題
（
活
用
）
は
、
中
学
校
の
数

学
の
平
均
正
答
率
が　

％
を
下
回
っ

６０

て
い
ま
す
。
全
国
の
結
果
も
同
様
の

傾
向
で
す
が
、
活
用
す
る
力
の
定
着

を
さ
ら
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
理
科
は
、
小
学
校
で
は　

％
６０

を
超
え
て
い
ま
す
が
、
中
学
校
は　
６０

％
を
下
回
っ
て
お
り
、
改
善
が
必
要

で
す
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
は
一
部
の
教
科

で
の
調
査
で
あ
る
た
め
、
結
果
に
つ

い
て
も
学
力
の
一
部
分
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。 

み
ん
な
が
持
て
る
証
明
書 

「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」

市
民
課　

市
民
第
２
係

☎
運
９
１
３
５

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下

「
住
基
カ
ー
ド
」）
は
、
市
町
村
が
希

望
者
に
発
行
し
て
い
る
カ
ー
ド
で
す
。

　

顔
写
真
付
き
の
カ
ー
ド
は
、
電
子

証
明
書
の
登
録
用
の
ほ
か
、
運
転
免

許
証
な
ど
と
同
様
に
公
的
な
身
分
証

明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　

顔
写
真
な
し
の
カ
ー
ド
は
、
主
に

電
子
証
明
書
の
登
録
用
に
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

※
有
効
期
間
は　

年
１０

●
住
基
カ
ー
ド
の
取
得
手
続
き

申
請
先　

市
役
所
１
階
市
民
課
、
各

支
所
市
民
福
祉
担
当
課

申
請
に
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
が
発
行

し
た
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
な
ど
）

・
手
数
料
５
０
０
円

・
写
真
（
顔
写
真
付
き
カ
ー
ド
を
希

望
す
る
場
合
）

　

小
学
校
、
中
学
校
と
も
に
、
Ａ
問
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《
相
談
内
容
》

　

突
然
、
家
に
男
女
の
業
者
が
「
姓
名
判
断
を
し
ま
す
」
と
訪
問
し
て
き

た
。
名
前
と
生
年
月
日
を
伝
え
る
と
、
書
面
に
名
前
や
画
数
を
書
い
て
説

明
し
て
く
れ
た
。「
何
か
悩
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
、

　

歳
代
の
息
子
が
結
婚
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
を
言
う
と
、
息
子
の
名
前

４０を
姓
名
判
断
し
て
く
れ
た
。
説
明
の
あ
と
「
開
運
鑑
定
付
き
の
実
印
を
作

れ
ば
、
息
子
さ
ん
は
必
ず
結
婚
で
き
る
」
と
説
得
さ
れ
、
息
子
が
結
婚
で

き
る
な
ら
と　

万
円
の
印
鑑
を
購
入
し
た
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
高

１５

額
な
の
で
解
約
し
た
い
。（　

歳
代　

女
性
）

７０

《
ア
ド
バ
イ
ス
》

　

相
談
者
に
は
「
開
運
商
法
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
契

約
に
つ
い
て
経
緯
・
問
題
点
を
書
い
た
書
面
を
相
談
者
か
ら
業
者
に
送
付
し

話
し
合
っ
た
結
果
、
業
者
が
無
条
件
で
解
約
に
応
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

人
の
弱
み
や
不
安
を
聞
き
だ
し
て
「
運
が
開
け
る
」
と
か
「
先
祖
の
因
縁

を
絶
つ
」
と
言
っ
て
、
高
額
な
印
鑑
や
仏
具
な
ど
を
勧
め
た
り
、
更
に 
祈
祷 

き
と
う

料
な
ど
の
名
目
で
お
金
を
請
求
し
た
り
す
る
商
法
は
、「
開
運
商
法
」「
霊
感

商
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
業
者
の
よ
う
に
販
売
目
的
を
隠
し
て
訪

問
し
勧
誘
を
始
め
た
り
、「
買
え
ば
必
ず
結
婚
で
き
る
」
な
ど
の
事
実
で
は

な
い
こ
と
を
言
っ
て
勧
誘
し
た
り
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
業
者
は
広
島
県
と
岡
山
県
の
両
県
で
違
反
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
た

た
め
、
両
県
で
連
携
し
て
行
政
処
分
に
向
け
た
調
査
を
行
い
、
今
年
９
月
に

中
国
地
方
で
は
初
め
て
複
数
県
が
連
携
し
て
行
政
処
分
（
業
務
停
止
命
令
６

カ
月
）
を
実
施
し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
き
ら
め
な
い
で
、
お
近
く
の
市
町
や
県
の
消
費

生
活
相
談
窓
口
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
苦
情
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る
業

者
に
は
国
や
県
が
指
導
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
業
者
が
、

指
導
後
も
悪
質
な
販
売
を
続
け
て
更
に
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、

国
や
県
が
処
分
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

（
広
島
県
環
境
県
民
局
消
費
生
活
課
発
行
「
く
ら
し
の
フ
レ
ッ
シ
ュ

便
」
平
成　

年　

月
号
よ
り
）

２４

１０
廿
日
市
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
６
階
商
工
労
政
課
内
）　

☎
雲
１
８
４
１

消
費
生
活
相
談
は
、
毎
週
月
～
金
曜
日（
祝
・
休
日
を
除
く
）

９
時
～　

時
、　

時
～　

時

１２

１３

１６

消費生活

は
つ
か
い
ち
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

（
エ
コ
セ
ン
タ
ー
は
つ
か
い
ち
内
）

☎
曳
０
２
６
６

　

各
講
座
の
開
催
場
所
は
、
は
つ
か

い
ち
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
で
す
。
参

加
費
は
各
１
０
０
円
、
定
員
は
各　
１０

人
で
す
。

※
ラ
ン
プ
作
り
は
別
途
費
用
が
必
要

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す

　

参
加
申
し
込
み
は
、
各
講
座
の
受

付
開
始
日
か
ら
電
話
で
。

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

木
材
利
用
セ
ン
タ
ー
☎
荏
２
３
９
３

　

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
木
材

利
用
セ
ン
タ
ー
ま
で
電
話
で
。
い
ず

れ
も
実
施
場
所
は
木
材
利
用
セ
ン

タ
ー
で
す
。
汚
れ
て
も
良
い
服
装
で

来
て
く
だ
さ
い
。

木
材
利
用
セ
ン
タ
ー

受付開始持ってくるものと　き講　座　名

１１月１５日昭
からお気に入りの瓶など

１１月２２日昭
①９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時

サンドブラスト
～花瓶・ランプ作り～

１１月２８日昌
から

チラシ（３８尺×５４．５尺）×
６枚、はさみ、ナイロン手袋

１２月５日昌
１３時３０分～１６時

チラシを使って
クリスマスリース作り

１２月６日昭
から

はさみ、洋裁道具、物差
し、鉛筆

１２月１３日昭
①９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時

古い布から草履作り

１２月１２日昌
から

ほどいてアイロンをかけ
た古い和服、洋裁道具、
はさみ

１２月１９日昌
１３時３０分～１６時

和服からリフォーム
～作務衣・ベスト作り～

定員参加費日　時教室名定員参加費日　時教室名

６人２，８００円１２月１２日昌
１０時～１２時

すいすい木工
「ｗｅｌｃｏｍｅスノーマン」１５人６００円１２月２日掌

１０時～１３時

もうすぐクリスマス‼
木工体験＆ピアノ
演奏会

１５人３００円１２月１２日昌
１３時～１５時

干支の置物をつく
ろう１５人３００円１２月８日松

１０時～１２時ハザイでつくろう

１５人６００円１２月１６日掌
１０時～１２時

クリスマスリース
教室１５人５００円１２月８日松

１３時～１５時
クリスマスモビール
教室

８人１，５００円１２月１９日昌
１０時～１２時

すいすい木工
「大人のハザイ教室」３０人３００円１２月９日掌

１０時～１２時けん玉教室

６人１，５００円１２月２６日昌
１０時～１２時

すいすい木工
「十二支パズル」１０人１，０００円１２月９日掌

１０時～１２時
けん玉組立＆
絵付け教室

都
市
計
画
決
定
お
よ
び 
 

変
更（
廃
止
）の
原
案
の
縦
覧

都
市
計
画
課　

都
市
計
画
係

☎
運
９
１
９
０

　

次
の
都
市
計
画
の
決
定
お
よ
び
変

更
（
廃
止
）
の
原
案
を
策
定
し
た
の

で
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
す
る
都
市
計
画

（
広
島
圏
都
市
計
画
）

（
決
定
）

・
ち
ゅ
ー
ピ
ー
パ
ー
ク
地
区
地
区
計
画

（
廃
止
）

・
対
厳
山
メ
デ
ィ
ア
ゾ
ー
ン
地
区
計
画

縦
覧
期
間　
　

月　

日
梢水
 

～　

月
５

１１

２１

１２

日
梢水
 

※
閉
庁
日
に
縦
覧
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

縦
覧
場
所　

市
役
所
６
階
都
市
計
画

課
意
見
書
の
提
出　

こ
の
原
案
に
つ
い

て
ご
意
見
の
あ
る
人
は
意
見
書
を

廿
日
市
市
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
①
地
区
計
画
の
名
称
、

②
名
前
、
③
住
所
、
④
当
該
地
区

に
係
る
利
害
関
係
の
内
容
、
⑤
意

見
、
⑥
意
見
提
出
日
を
記
入
し
、

次
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
で

〒
７
３
８

−

８
５
０
１（
住
所
不
要
）

廿
日
市
市
役
所
都
市
計
画
課

提
出
期
限　
　

月　

日
梢水
 

～　

月　

１１

２１

１２

１２

日
梢水
 

※
締
切
日
消
印
有
効


